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平成１６年度 容器包装リサイクル法に関する要望書のまとめ 

 
 
（１）自治体等からの要望事項の概要について 

 
ア.自治体及び自治体団体 
 

（集計対象要望延べ件数；４０４件） 

要望内容 件数 

・市町村と事業者の費用分担・役割分担見直し（市町村の負担

軽減、財政支援） 

・拡大生産者責任の強化・徹底 

３８９ 

・リデュース、リユース、リサイクルの優先順位での推進 ３７３ 

・デポジット制度の導入（事業者による自主回収の促進） １９２ 

・リターナブル容器の普及促進 ３７ 

・事業系容器包装廃棄物のリサイクル推進 １１ 

・法の適用除外事業者の見直し １０ 

・製品規格の統一等、リサイクルしやすい容器包装の促進 ７ 

・非容器包装廃棄物のリサイクル推進（素材別リサイクル） ５ 

・再商品化の優先順位を環境負荷の観点から見直すこと ２ 

・ただ乗り事業者対策 １ 

・その他※ １１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

※その他 

 

① スーパー等大規模小売店を地域における容器包装廃棄物の回収拠点とし、収集は市

町村、費用負担は事業者負担とすること（大阪府）。 

② 法の趣旨や内容などを周知するための広報活動を充実強化すること（全都清）。 

③ 容器包装の簡素化、製造段階からの廃棄物の発生抑制などの促進（東久留米市議会）。 

④ 容器包装廃棄物の発生抑制と再使用の政策目標を基本方針などで定めること。これ

を達成するため、省令で容器包装利用事業者が発生抑制と再使用に関して取り組む

べき措置を定め、取組が著しく不十分である事業者に対しては国が必要な助言・勧

告・命令を行う制度を創設すること。また、優れた取組を実施する事業者が社会的

に評価され、消費者に広く周知、理解される仕組みを創設すること（東京都）。 

⑤ 一定規模以上の容器包装利用事業者に容器包装利用量の提出を義務付け、それを公

表する制度を創設すること（東京都）。 

⑥ 容器包装を資源有効利用促進法の指定再利用促進製品に指定するなどして、再生利

用容易な容器包装の採用を義務付けること（東京都）。 

⑦ マテリアルリサイクルを進めるための技術の研究開発を振興・促進すること（全国

環境衛生・廃棄物関係課長会）。 

⑧ 容器包装類の素材や種類の規制など、製品規格の基準を策定すること。また、消費

者が容器包装廃棄物を分別しやすいよう、製造事業者等に設計段階から分別やリサ

イクルに配慮した仕様を義務付けるなど、事業者の役割を強化すること（全国市長

会） 

⑨ リサイクルを容易にするため、容器包装の識別標示のさらなる普及促進を図るとと

もに、リユース材、マテリアル材、カスケード材、ケミカル材などの識別標示をす

ること（全国市長会） 

⑩ 発電施設等一定の条件を備えたごみ焼却施設におけるプラスチック製容器包装ご

み等の処理については、容器包装リサイクル施設でのリサイクルとして早期に認定

すること（全国市長会） 

⑪ 市町村合併前に設置した容リ法に基づく保管施設を、合併後においても継続使用で

きるようにすること（全国市長会） 

 

 

 



 

 

 

イ.日本自治体労働組合総連合 

 

循環型社会を目指して、拡大生産者責任を強化するため下記のような法改正を行

うこと。 

・現行の「容器包装リサイクル法」では、自治体の費用負担分が非常に重い。よっ

て、関係企業が、自治体に回収、分別費用を支払うよう、制度改正を行うこと。

また、対象品目が容器包装に限定されているが、容器包装と他のプラスチックご

みの分別は実体として困難な状況にある。よって、対象品目を容器包装に限定せ

ず、プラスチック製品全体を視野に入れて見直すこと。 

・飲料容器をリユース化し、デポジット制度の導入を義務づけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ウ.市民団体その他 
 

 要望元 年月日 要望・提案内容 

1 

中小企業家
同友会全国
協議会 

H16.5.28 • 循環型社会形成を目指す一連のリサイクル法の実施にあたっ
ては、一部中小企業に過度の負担とならないよう、生産から流
通、消費、リサイクルへの各段階でそれぞれにふさわしい適正
コストを負担するシステムづくりへの見直しを行うこと。また、この
ようなシステムづくりに当たっては、リサイクルしやすい製品作り
や製品の超寿命化、廃棄物の発生抑制に働くようにすること。 

2 東都生活協
同組合 

H16.7.2 • 拡大生産者責任を明確にした、容器包装リサイクル法の見直し
を行うこと。 

3 

東京都地域
消費者団体
連絡会 

H16.7.22 • 大量生産の後始末は、拡大生産者責任が基本で、デポジット
制度の導入も視野に入れたものに「容器包装リサイクル法」を
改正すること。 

• 改正に当たっては、広く消費者の声を聞き、活かすこと。 

4 
岐阜県大垣
市議会市民
ネットワーク 

H16.7.23 • 省資源・資源循環型社会の実現を図るため、デポジット制度の
法制化を早期実現すること 

5 

日本勤労者
山岳連盟 

H16.8.27 （兵庫県勤労者山岳連盟） 
• 容器包装リサイクル法の改正要求について 
・自治体の負担をなくし、処理費用の全部を「生産者」サイドで
負担をする。 
・ペットボトルなどのリサイクル率を定める。 
・熱回収はリサイクルと認めない。 
・現状では自治体ルート以外のルートが出来にくいので、収集
システムの再構築。 

6 

日本共産党
群馬県委員
会・日本共産
党群馬県議
団 

H16.10.7 • 家庭ゴミ減量化のために「拡大生産者責任」の考え方を導入し
て、製造メーカーにゴミを処理するところまで責任をもたせるべ
きである。自治体が負担しているゴミなどの収集・処理費用につ
いて、製造メーカーに対し応分の負担をさせるように、容器包
装リサイクル法を見直すこと。また、その際、社会的に弱い立場
にある中小・下請業者に対する十分な配慮を欠かさないように
すること。 

• ゴミの発生を抑制し、再使用を促すためのデポジット制度を早
期に実現すること。 
 

7 

愛知県消費
者団体連絡
会 

H16.10.20 • リデュース、リユース、リサイクルの優先順位を明確にして推進
すること。これらを推進するために容器課徴金、デポジット制
度、自動販売機規制などさまざまな経済的手法を盛り込むこ
と。 

• 現行の容器の収集、分別、保管に関わる費用負担の見直しを
行い、あまりにも負担の軽い事業者の責任負担を適正に課す
こと。（国は容器材質別に生産量に応じた「収集義務率」を定
め、容器製造事業者はその「収集義務率」達成のために、自治
体などに収集を委託することで、その費用を負担することで事
業者の義務が履行される。） 

• 現行の「再商品化義務」は継続すること。 
• 製品の価格構成の透明化を進め、包装材の費用負担につい
ての論議を国民を交えて行うこと。 

8 

ユタカクラブ
議員協議会 

H16.11.2 • 拡大生産者責任を強化徹底し、現在自治体負担となっている
収集・処理・保管の費用の適正な事業者負担を図ること。 

• リフューズ（発生回避）、リデュース（発生抑制）、リユース（再使
用）という環境負荷を減少させる効果の高い手法とともに、リサ
イクルも推進させ、資源循環型社会の実現を進める経済的仕
組みを盛り込むこと。 
 



 

 

9 

容 器 包 装 リ
サイクル法の
改正 を求め
る全国ネット
ワーク 

H17.1.26 容器包装リサイクル法「改正市民案」について 
（改正市民案・骨子） 
• リサイクル中心の現行法を見直し、優先順位に則った３Ｒを実
施します。 

• 優先順位に則り、リターナブル容器を普及します。 
• リサイクルする容器包装の定義（対象）を見直し、環境負荷の
低減を進めます。 

• 費用負担の不公平を解消し、循環コストの低減をはかります。 
• リサイクルに不向きな容器包装に３Ｒ負担金を課し、再使用容
器の普及に充当します。 

• 統一した排出区分に基づいて識別表示を改善し、環境メッセ
ージの表示を制度化します。 

• 段階的なステップアップを目指し、次の見直しを５年後としま
す。 
 

 

 








